新分野進出に係る事務所・店舗調書
　
	所 在 地 ：

	平 面 図
	※別途図面の写し等がある場合は、ここに記載する必要はありません。

	
	

	按分計算
	（住宅と併用する場合や、既部門と併用する場合）


	
	


　※事務所等が複数存在する場合は、それ毎に提出願います。
　※Ａ４の大きさの紙に、次の写真を貼付して提出願います。
　　事業所等の建物全景､入口､内部(平面図の内容がわかる程度に数枚)､設備･備品類等
　　コピーを含め３部必要です。
　※改善計画認定申請書提出時に写真を貼付できない場合は、申立書でその理由と提出
予定日を明示した上で速やかに提出願います。
単位：ｍ








